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1.　はじめに

激甚化・頻発化する水害から国民の生命と暮ら
しを守るため，流域全体で治水対策に取り組む「流
域治水」においては，企業，団体等の多様な関係
者（以下，「企業等」という）を含むあらゆる関係
者との連携が重要である。そのためには，住民や
企業等が自らの水災害リスクを認識し，自分事と
して捉え主体的に行動することに加え，さらに視
野を広げて流域全体の被害や水災害対策の全体像
を認識し，自らの行動を深化させることによって，
流域治水の取り組みを推進することが重要となる。
本稿では，流域治水に取り組む企業等や流域治
水の取り組みを支援する企業等を幅広く周知する
とともに，流域治水に資する取り組みを促進する
ため，令和 5年 3月に創設した「流域治水オフィ
シャルサポーター制度」に関する最近の取り組み
について説明する。

2.　‌�流域治水オフィシャルサポーター‌
制度の概要

「流域治水オフィシャルサポーター」（以下，「サ
ポーター」という）は，「流域治水の推進に向け
た関係省庁実務者会議」が実施主体となり，国土

交通省 水管理・国土保全局が事務局を担ってい
る。一般の企業等を対象にサポーターの募集を行
い，希望する企業等から申請書を提出してもらう。
その後，事務局で応募資格と取組内容に関して審
査を行い，サポーターとして認定する流れである。
令和 6年は，111 の企業等を認定し，Webペー
ジ，SNS，各種イベントやセミナー等を通じた流
域治水に関する周知活動を行うなど，流域治水に
資する取り組みを実施いただいている（図－ 1）。
なお，各サポーターの取り組みについては，ホー
ムページ（https://www.mlit.go.jp/river/kasen/
suisin/supporter_list.html）をご覧願いたい。

3.　‌�流域治水オフィシャルサポーター‌
交流会

⑴　概　　要
流域治水オフィシャルサポーター交流会（以
下，「交流会」という）は，サポーター同士が取
組内容について報告し，意見交換することで，流
域治水に資する取り組みを一層推進することを目
的として，令和 6年に初めて開催した。
交流会においては，サポーターによる取組発表
及びポスター展示を実施し，参加者よりサポー‌
ターとしての取り組みや流域治水オフィシャルサ
ポーター制度について活発な意見が交わされた
（写真－ 1，2）。

流域治水の加速化・深化に向けた
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〈日時等〉
・日　　時：令和 6年 11 月 22 日（金）13：30 ～
・場　　所：ビジョンセンター赤坂（永田町）
　　　　　　ビジョンホール
・開催形式：対面及びWeb
・出 席 者：‌�対面 49 名（サポーター），Web 135

名（サポーター，自治体職員等）

〈プログラム〉

図－ 1　令和 6年度流域治水オフィシャルサポーター一覧（登録順）
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〈取組発表概要〉
・一般社団法人パブリックサービス
　‌�イベントでの周知活動や，ダム印での周知活動等
・日本工営株式会社
　‌�福島県いわき市における防災機能の高度化に関
する取り組み等
・公益財団法人リバーフロント研究所
　‌�リバフロサポートセンターにおける生態系保全
やかわまちづくりのサポートを通じた流域治水
の推進
・損害保険ジャパン株式会社
SONPO流「逃げ地図」づくりについて
・株式会社テイデイイー
センシング技術を活用した流域治水の取り組み
・大和ハウス工業株式会社
　‌�物流施設での防災拠点化と防災協定促進の取り
組み

⑵　交流会後アンケート
交流会実施後，その感想や流域治水オフィシャ
ルサポーター制度への意見について，アン‌
ケートを実施した。アンケートにおいては，今後
も交流会開催を希望する意見や，自治体等への流
域治水の周知に関する意見があった。

〈アンケート結果概要〉
・各サポーターの取組内容が参考になった。最近
の動向に関する質疑応答も興味深い内容‌
だった。
・各企業の取り組みは素晴らしいものだと感じた
ので，一般向けにも展示をした方が流域治水を
広く周知する意味で良いと思った。
・地域住民の窓口となる自治体に対する流域治水
の意識向上についても取り上げてほしい。
・サポーターの活動で自治体を訪問する際，「流
域治水」を理解いただくのにかなり労力が必
要。自治体に対しての流域治水の周知をお願い
したい。
・自治体も「流域治水で何ができるのか，しなけ
ればならないのか」を模索している中で，もっ
と気楽に・気軽に協力していける・話し合える，
「流域に関わる全ての関係者」で流域治水に取
り組んでいけるようなマッチングの場があると
良い，と感じている。

4.　‌�令和 7年度のサポーター募集に‌
向けて

令和 7 年度のサポーターは，令和 7 年 2 月 21
日（金）から 3月 14 日（金）までの期間で募集
した。
交流会における意見等を踏まえた前年度からの
変更点は，次のとおりである。

⑴　認定期間の延長
昨年度まではサポーターの認定期間を 1年間と
していたが，令和 7年度からは原則として 2年と
し，毎年申請する事務負担の軽減を図った。ただ

写真－ 1　取組発表の状況

写真－ 2　会場内交流の状況
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し，実施規約に基づき事務局が認定の取り消しを
行う場合があるので留意されたい。

⑵　サポーターの取組内容，連絡先等のリスト公開
サポーター同士が連携した取り組みや，流域治
水の取り組みを検討している自治体等とサポー‌
ターとのマッチングを促進するため，サポーター
の了解の下，取組内容や担当者連絡先などのリス
トを公開することとした。

⑶　流域治水ロゴマーク使用の条件緩和
令和 7年度認定から流域治水ロゴマークの使用

対象を緩和し，サポーターに限り，事前の確認を
経て，流域治水の促進に寄与する販売物等におい
てロゴマークを一部使用可能とした（図－ 2）。
使用を希望する場合は，流域治水ロゴマーク使用
規程細則に従い，必要事項を所定様式に記入の
上，流域治水ロゴマーク事務局まで提出してもら
う。

5.　おわりに

交流会は，流域治水オフィシャルサポーター制
度を創設して以降，初めてサポーター同士が意見
交換を行う場となった。これまでは，サポーター
の取り組みを事務局にて収集しホームページ等で
発信していたが，対面にて交流することで，「流
域治水を広めていきたい」，「災害で悲しむ人を減
らしたい」という思いがさまざまな取り組みにつ
ながっていることを実感した。
また，今回の交流会を通じ，河川の流域のあら
ゆる関係者がそれぞれ幅広いアプローチで取り組
みを進めることが流域治水の推進と発展につなが
ることを改めて実感することができた。この交流
会がサポーター同士の連携や新たな取組実施のき
っかけとなることを期待したい。
今後は，交流会において伺った意見やアンケー
ト結果を踏まえ，サポーターの皆さまがより活躍
できるような環境作りを目指して，流域治水オフ
ィシャルサポーター制度の改善等を検討してまい
りたい。
最後に，交流会開催に当たって発表資料やポス
ターの作成に協力いただいたサポーターの皆さま
に感謝申し上げるとともに，サポーターとして活
動いただいている全ての企業等の皆さまに，心か
ら敬意と感謝を表したい。

（例）

図－ 2　流域治水ロゴマーク 使用イメージ
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